
第

千

九

百

九

十

七

号

平

成

二

十

年

十

一

月

七

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

保
健
医
療
課)

七
二
九
ペ
ー
ジ

○
麻
薬
中
毒
者
入
院
費
用
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

薬
務
水
道
課)

七
二
九

○
岐
阜
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

検
査
監
督
課)

七
三
〇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

七
三
〇

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

(
商
業
流
通
課)

七
三
〇

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(
同

)

七
三
一

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

(

農
地
計
画
課)

七
三
一

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

中
濃
農
林
事
務
所)

七
三
二

規

則

岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
交
付
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
一
号

岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

昭
和
六
十
三
年
岐
阜
県
規
則

第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中｢

百
五
十
万
円｣

を｢

百
四
十
七
万
円｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
二
号
中｢

に
よ
る
保
護｣

の
下
に｢

又
は
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

の
規
定
に
よ
る
支
援
給
付｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

麻
薬
中
毒
者
入
院
費
用
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
二
号

麻
薬
中
毒
者
入
院
費
用
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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報

毎
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(

火
曜
日

金
曜
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
十
一
月
七
日



麻
薬
中
毒
者
入
院
費
用
徴
収
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中｢

生
活
保
護
法｣

の
下
に｢(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)｣

を
、｢

に
よ
る
保
護｣

の
下
に｢

又
は
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

の
規
定
に
よ
る
支
援
給
付｣

を
加
え
る
。

別
表
一
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下
の
項
中｢

一
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円｣

を｢

一
、
四
七
〇
、
〇

〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
一
、
五
〇
〇
、
〇
〇
一
円
以
上
の
項
中

｢

一
、
五
〇
〇
、
〇
〇
一
円｣

を

｢

一
、
四
七
〇
、
〇
〇
一
円｣
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
三
号

岐
阜
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
二
号)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

及
び
森
林
組
合
法(

昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号)

第
百
十
一
条｣
を｢

、
農
水

産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法(

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
百
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
五
項

ま
で
、
森
林
組
合
法(

昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号)

第
百
十
一
条
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転

防
止
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号)

第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
犯

罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
九
年

法
律
第
百
三
十
三
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式(

そ
の
一)

中｢及
び
森
林
組
合
法
第
111条

｣

を｢､
農
水
産
業
協
同
組
合
貯

金
保
険
法
第
117条

第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
､
森
林
組
合
法
第
111条

､
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防

止
に
関
す
る
法
律
第
14条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
及
び
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る

被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律
第
36条
第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢組

合
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ス
テ
ィ
ッ
ク
ル
バ
ッ
ク
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

ブ

三

代

表

者

の

氏

名

高
橋

正
紀

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
大
垣
市
北
方
町
五
丁
目
五
〇
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、｢

自
分
の
意
思
で
楽
し
く
取
り
組
む
ス
ポ
ー
ツ｣

を
通
じ
て
、
未
来
を
担
う
こ
ど
も
達
の
優
し
さ
と
創
造
性
を
育
む

｢

巣
づ
く
り｣

の
場
を
提
供
し
、
ゆ
と
り
あ
る
地
域
社
会
の
実
現

と
個
性
あ
る
地
域
文
化
の
創
出
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
届
出
書
等
は
平
成
二
十
年
十
一
月
七
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部
商
業
流

通
課
及
び
東
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
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き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
二
十
七
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

菱
屋
建
材
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
ヤ
ス
家
具
Ｚ
多
治
見
店

多
治
見
市
幸
町
八
丁
目
五
五
番
地

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
八
日

五

店
舗
面
積

一
、
四
五
五
平
方
メ
ー
ト
ル

六

駐
車
場
の
収
容
台
数

二
三
台

七

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

四
一
平
方
メ
ー
ト
ル

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
概
要
を
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
年
十
一
月
七
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部
商
業
流
通

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

カ
イ
ン
ズ
ホ
ー
ム
関
店

関
市
小
屋
名
字
竹
之
腰
一
六
二
七
番
地

外

二

意
見
の
概
要

関
市
長
の
意
見

・
店
舗
南
側
外
周
路
は
小
中
学
校
の
通
学
路
で
あ
る
た
め
、
安
全
確
保
に
格
別
の
配
慮
を
さ
れ
た

い
。

・
防
犯
、
防
災
及
び
交
通
安
全
に
つ
い
て
地
元
と
十
分
協
議
す
る
こ
と
。

外

(

届
出
事
項

新
設)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
概
要
を
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
年
十
一
月
七
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部
商
業
流
通

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

ベ
イ
シ
ア
関
店

関
市
小
屋
名
字
竹
之
腰
一
六
二
九
番
地

外

二

意
見
の
概
要

関
市
長
の
意
見

・
店
舗
南
側
外
周
路
は
小
中
学
校
の
通
学
路
で
あ
る
た
め
、
安
全
確
保
に
格
別
の
配
慮
を
さ
れ
た

い
。

・
防
犯
、
防
災
及
び
交
通
安
全
に
つ
い
て
地
元
と
十
分
協
議
す
る
こ
と
。

外

(
届
出
事
項

新
設)

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
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南
飛
騨
萩
原
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

下
呂
市
役
所
萩
原
庁
舎
前

掲
示
場

縦

覧

場

所

平
成
二
〇
・
一
一
・

七
か
ら

同

一
二
・

八
ま
で

縦

覧

期

間

十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

関
市
肥
田

瀬
用
水
土

地
改
良
区

平
成
��･��･��
理
事

櫻

井

肇

関
市
肥
田
瀬

一
〇
七
五
番
地

同

小

川

五

夫

同

平
賀
町

七
丁
目
四
三
番
地

同

兼

松

明

彦

関
市
肥
田
瀬

一
六
四
〇
番
地
一

同

上

野

照

夫

同

三
二
三
七
番
地
一

同

兼

松

正

勝

同

一
五
九
八
番
地

同

上

野

英

二

同

四
六
〇
番
地

同

塚

原

良

則

同

一
一
九
四
番
地

同

伊
佐
地

義

隆

関
市
春
里
町

一
丁
目
一
番
一
号

同

桜

井

秀

義

同

稲
河
町

一
番
七
一
号

同

青

木

智

治

同

鋳
物
師
屋

五
丁
目
六
番
一
四
号

同

内

藤

雅

夫

同

平
賀
町

五
丁
目
五
番
地

同

伊
佐
地

鐡

夫

同

豊
岡
町

二
丁
目
一
番
一
八
号

監
事

伊
佐
地

康

彦

同

鋳
物
師
屋

三
丁
目
二
番
五
五
号

同

遠

藤

節

夫

同

肥
田
瀬

一
六
〇
九
番
地

同

服

部

和

男

同

一
四
八
六
番
地

同

安

田

明

夫

関
市
平
賀

一
一
七
番
地
一
の
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

関
市
肥
田

瀬
用
水
土

地
改
良
区

平
成
��･��･��
理
事

伊
佐
地

鐡

夫

関
市
豊
岡
町

二
丁
目
一
番
一
八
号

同

上

野

士

朗

同

肥
田
瀬

四
五
七
番
地

同

塚

原

伸

彦

同

一
二
六
一
番
地
一

同

塚

原�
関
市
平
賀
町

四
丁
目
三
〇
番
地

同

兼

松

正

勝

同

肥
田
瀬

一
五
九
八
番
地

同

野

畑

久

男

同

一
六
五
一
番
地
四

同

仲

田

正

憲

同

一
一
〇
二
番
地
一

同

兼

松

修

司

同

三
一
六
九
番
地
二

同

吉

田

明

広

関
市
稲
河
町

二
番
二
九
号

同

青

木

智

治

同

鋳
物
師
屋

五
丁
目
六
番
一
四
号

同

小

川

壽
喜
雄

同

平
賀
町

六
丁
目
二
四
番
地

同

白

木

美

宏

同

弥
生
町

二
丁
目
一
番
一
九
号

監
事

伊
佐
地

康

彦

同

鋳
物
師
屋

三
丁
目
二
番
五
五
号

同

内

藤

雅

夫

同

平
賀
町

五
丁
目
五
番
地

同

兼

松

勁

同

肥
田
瀬

一
八
二
五
番
地

同

塚

原

信

明

同

一
一
二
四
番
地

第１９９７号 岐 阜 県 公 報 平成20年11月７日 ( 732 )

平
成
二
十
年
十
一
月
七
日
印
刷

平
成
二
十
年
十
一
月
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
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り
ん
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十
三
―
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市
三
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り
ん
と
ぴ
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十
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一
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